
JP 2017-509096 A 2017.3.30

10

(57)【要約】
　本開示は、スクリーン輝度の設定方法及び設定装置に
関し、コンピュータ技術分野に属する。該方法は、光セ
ンサによって、端末の位置する環境における環境光の第
１照度値を取得するステップと、前記光センサが前記環
境内の光源に対して後ろを向いているか否かを検出する
ステップと、前記光センサが前記光源に対して後ろを向
いている場合、前記環境光の前記第１照度値に基づいて
第１バックライト輝度レベルを計算するステップであっ
て、前記第１バックライト輝度レベルは第２バックライ
ト輝度レベルより高く、前記第２バックライト輝度レベ
ルは、前記光センサが前記光源に対して正面を向いてい
る時に、前記環境光の前記第１照度値に基づいて計算さ
れるステップと、前記端末のバックライト輝度を、前記
第１バックライト輝度レベルに設定するステップとを含
む。本開示は、光センサが光源に対して後ろを向いてい
る時、測定された環境光の照度値が低いため、測定され
た環境光の照度値及び光センサが光源に対して正面を向
いている時に用いられるバックライト関数に基づいて計
算されたバックライト輝度レベルが不精確であるという
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光センサによって、端末の位置する環境における環境光の第１照度値を取得するステッ
プと、
　前記光センサが前記環境内の光源に対して後ろを向いているか否かを検出するステップ
と、
　前記光センサが前記光源に対して後ろを向いていることが検出された場合、前記第１照
度値に基づいて第１バックライト輝度レベルを計算するステップであって、前記第１バッ
クライト輝度レベルは第２バックライト輝度レベルより高く、前記第２バックライト輝度
レベルは、前記光センサが前記光源に対して正面を向いている時に、前記第１照度値に基
づいて計算された輝度レベルであるステップと、
　前記端末のバックライト輝度を、前記第１バックライト輝度レベルに設定するステップ
と
を含む、スクリーン輝度設定方法。
【請求項２】
　前記端末がユーザに使用されているか否かを検出するステップと、
　前記端末がユーザに使用されていないことが検出された場合、第３バックライト輝度レ
ベルを計算して、前記端末のバックライト輝度を前記第３バックライト輝度レベルに設定
するステップであって、前記第３バックライト輝度レベルは前記第１バックライト輝度レ
ベルより低く、前記第１バックライト輝度レベルは、前記光センサが前記光源に対して後
ろを向いている時に、前記第１照度値に基づいて計算された輝度レベルであるステップと
、
　前記端末がユーザに使用されていることが検出された場合、前記第１照度値に基づいて
前記第１バックライト輝度レベルを計算するステップの実行をトリガするステップと
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記端末がユーザに使用されているか否かを検出する前記ステップが、
　距離センサによって、前記端末との距離が距離閾値よりも小さい物体が存在するか否か
を検出するステップ、又は、
　前記端末のスクリーンによって、ユーザによりトリガされた操作を受信したか否かを検
出するステップ
を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記光センサが前記環境内の光源に対して後ろを向いているか否かを検出する前記ステ
ップが、
　前記光センサの位置する測定面を決定するステップと、
　重力センサによって、前記測定面が前記光源の位置する方向を向いているか否かを検出
するステップであって、前記光源の位置する方向がデフォルトの方向又はユーザにより入
力された方向であるステップと、
　前記測定面が前記光源の位置する方向を向いている場合、前記光センサが前記光源に対
して正面を向いていることを決定するステップと、
　前記測定面が前記光源の位置する方向を向いていない場合、前記光センサが前記光源に
対して後ろを向いていることを決定するステップと
を含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記光センサが前記環境の光源に対して後ろを向いているか否かを検出する前記ステッ
プが、
　前記端末中の既定のデバイスによって前記環境光の第２照度値を取得するステップであ
って、前記既定のデバイスの位置する面の向いている方向と前記光センサの位置する面の
向いている方向とが逆であり、前記既定のデバイスが別の光センサ又はカメラであるステ



(3) JP 2017-509096 A 2017.3.30

10

20

30

40

50

ップと、
　前記光センサにより取得された前記第１照度値と前記既定のデバイスにより取得された
前記第２照度値とを比較するステップと、
　前記光センサにより取得された前記第１照度値が前記既定のデバイスにより取得された
前記第２照度値より大きい場合、前記光センサが前記光源に対して正面を向いていること
を決定するステップと、
　前記光センサにより取得された前記第１照度値が前記既定のデバイスにより取得された
前記第２照度値より小さい場合、前記光センサが前記光源に対して後ろを向いていること
を決定するステップと
を含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　光センサによって、端末の位置する環境における環境光の第１照度値を取得するように
構成された照度取得モジュールと、
　前記光センサが前記環境内の光源に対して後ろを向いているか否かを検出するように構
成された第１検出モジュールと、
　前記光センサが光源に対して後ろを向いていることを前記第１検出モジュールが検出し
た時に、前記照度取得モジュールによって取得された前記第１照度値に基づいて第１バッ
クライト輝度レベルを計算するように構成された輝度レベル計算モジュールであって、前
記第１バックライト輝度レベルは第２バックライト輝度レベルより高く、前記第２バック
ライト輝度レベルは、前記光センサが前記光源に対して正面を向いている時に、前記第１
照度値に基づいて計算されたバックライト輝度レベルである、輝度レベル計算モジュール
と、
　前記端末のバックライト輝度を、前記輝度レベル計算モジュールにより計算された前記
第１バックライト輝度レベルに設定するように構成された第１設定モジュールと
を含む、スクリーン輝度設定装置。
【請求項７】
　前記端末がユーザに使用されているか否かを検出するように構成された第２検出モジュ
ールと、
　前記端末がユーザに使用されていないことを前記第２検出モジュールが検出した時に、
第３バックライト輝度レベルを計算して、前記端末のバックライト輝度を前記第３バック
ライト輝度レベルに設定するように構成された第２設定モジュールであって、前記第３バ
ックライト輝度レベルは前記第１バックライト輝度レベルより低く、前記第１バックライ
ト輝度レベルは、前記光センサが前記光源に対して後ろを向いている時に、前記第１照度
値に基づいて計算された輝度レベルである、第２設定モジュールと、
　前記端末がユーザに使用されていることを前記第２検出モジュールが検出した時に、前
記第１照度値に基づいて第１バックライト輝度レベルを計算する操作の実行をトリガする
ように構成された操作トリガモジュールと
をさらに含む、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記第２検出モジュールが、
　距離センサによって、前記端末との距離が距離閾値よりも小さい物体が存在するか否か
を検出するように構成された第１検出サブモジュール、又は、
　前記端末のスクリーンによって、ユーザによりトリガされた操作を受信したか否かを検
出するように構成された第２検出サブモジュール
を含む、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記第１検出モジュールが、
　前記光センサの位置する測定面を決定するように構成された面決定サブモジュールと、
　前記重力センサによって、前記面決定サブモジュールにより決定された前記測定面が前
記光源の位置する方向を向いているか否かを検出するように構成された第３検出サブモジ
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ュールであって、前記光源の位置する方向がデフォルトの方向またはユーザにより入力さ
れた方向である、第３検出サブモジュールと、
　前記測定面が前記光源の位置する方向を向いている時に、前記光センサが前記光源に対
して正面を向いていることを決定するように構成された第１決定サブモジュールと、
　前記測定面が前記光源の位置する方向を向いていない時に、前記光センサが前記光源に
対して後ろを向いていることを決定するように構成された第２決定サブモジュールと
を含む、請求項６～８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記第１検出モジュールが、
　前記端末中の既定のデバイスによって前記環境光の第２照度値を取得するように構成さ
れた照度取得サブモジュールであって、前記既定のデバイスの位置する面の向いている方
向と前記光センサの位置する面の向いている方向とが逆であり、前記既定のデバイスが別
の光センサ又はカメラである、照度取得サブモジュールと、
　前記光センサにより取得された前記第１照度値と前記既定のデバイスにより取得された
前記第２照度値とを比較するように構成された照度比較サブモジュールと、
　前記光センサにより取得された前記第１照度値が前記既定のデバイスにより取得された
前記第２照度値より大きい時に、前記光センサが前記光源に対して正面を向いていること
を決定するように構成された第３決定サブモジュールと、
　前記光センサにより取得された前記第１照度値が前記既定のデバイスにより取得された
前記第２照度値より小さい時に、前記光センサが前記光源に対して後ろを向いていること
を決定するように構成された第４決定サブモジュールと
を含む、請求項６～８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１１】
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能な命令を保存するように構成されたメモリと
を含んでいるスクリーン輝度設定装置であって、
　前記プロセッサは、
　光センサによって、端末の位置する環境における環境光の第１照度値を取得し、
　前記光センサが前記環境内の光源に対して後ろを向いているか否かを検出し、
　前記光センサが前記光源に対して後ろを向いていることが検出された場合、前記第１照
度値に基づいて第１バックライト輝度レベルを計算し、ここで、前記第１バックライト輝
度レベルは第２バックライト輝度レベルより高く、前記第２バックライト輝度レベルは、
前記光センサが前記光源に対して正面を向いている時に、前記第１照度値に基づいて計算
された輝度レベルであり、
　前記端末のバックライト輝度を、前記第１バックライト輝度レベルに設定する
ように構成されている、スクリーン輝度設定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１５年２月１１日に出願された中国特許出願第２０１５１００７２５９
３．７号及び２０１５年１月８日に出願された中国特許出願第２０１５１００１０１４４
．Ｘ号に基づくと共に、これらの優先権を主張するものであり、これら全ての内容が、参
照により本出願に組み込まれる。
【０００２】
技術分野
　本開示は、概してコンピュータ技術分野に関し、より具体的には、スクリーン輝度設定
方法及びスクリーン輝度設定装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
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　自動バックライト調節は、環境光の照度に応じて端末のスクリーンのバックライト輝度
を自動調整して、スクリーンのバックライト輝度が環境光との正の相関関係を呈すること
を可能にするものである。自動バックライト調節は、スクリーンのバックライト輝度を環
境光に適応させることを保証することができ、それによってユーザの視力を保護する。
【０００４】
　通常、端末の前面の開孔には、光センサが取り付けられている。光源により生成された
環境光が開孔を通過して光センサに進入する時、端末は光センサにより環境光の照度値を
測定し、該環境光の照度値及び光センサが光源に対して正面を向いている時に用いられる
バックライト関数に基づいてバックライト輝度レベルを計算して、バックライト輝度を計
算された該バックライト輝度レベルに設定することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　光センサが光源に対して後ろを向いている時、測定された環境光の照度値が低いため、
測定された環境光の照度値及び光センサが光源に対して正面を向いている時に用いられる
バックライト関数に基づいて計算されたバックライト輝度レベルが不精確であるという問
題を解決するため、本開示は、スクリーン輝度の設定方法及び設定装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示における実施形態の第一態様によれば、スクリーン輝度設定方法が提供され、該
方法は、
　光センサによって、端末の位置する環境における環境光の第１照度値を取得するステッ
プと、
　前記光センサが前記環境内の光源に対して後ろを向いているか否かを検出するステップ
と、
　前記光センサが前記光源に対して後ろを向いていることが検出された場合、前記第１照
度値に基づいて第１バックライト輝度レベルを計算するステップであって、前記第１バッ
クライト輝度レベルは第２バックライト輝度レベルより高く、前記第２バックライト輝度
レベルは、前記光センサが前記光源に対して正面を向いている時に、前記第１照度値に基
づいて計算された輝度レベルであるステップと、
　前記端末のバックライト輝度を、前記第１バックライト輝度レベルに設定するステップ
と
を含んでいる。
【０００７】
　本開示における実施形態の第二態様によれば、スクリーン輝度設定装置が提供され、該
装置は、
　光センサによって、端末の位置する環境における環境光の第１照度値を取得するように
構成された照度取得モジュールと、
　前記光センサが前記環境内の光源に対して後ろを向いているか否かを検出するように構
成された第１検出モジュールと、
　前記光センサが光源に対して後ろを向いていることを前記第１検出モジュールが検出し
た時に、前記照度取得モジュールによって取得された前記第１照度値に基づいて第１バッ
クライト輝度レベルを計算するように構成された輝度レベル計算モジュールであって、前
記第１バックライト輝度レベルは第２バックライト輝度レベルより高く、前記第２バック
ライト輝度レベルは、前記光センサが前記光源に対して正面を向いている時に、前記第１
照度値に基づいて計算されたバックライト輝度レベルである、輝度レベル計算モジュール
と、
　前記端末のバックライト輝度を、前記輝度レベル計算モジュールにより計算された前記
第１バックライト輝度レベルに設定するように構成された第１設定モジュールと
を含んでいる。
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【０００８】
　本開示における実施形態の第三態様によれば、スクリーン輝度設定装置が提供され、該
装置は、
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能な命令を保存するように構成されたメモリと
を含んでおり、
　前記プロセッサは、
　光センサによって、端末の位置する環境における環境光の第１照度値を取得し、
　前記光センサが前記環境内の光源に対して後ろを向いているか否かを検出し、
　前記光センサが前記光源に対して後ろを向いていることが検出された場合、前記第１照
度値に基づいて第１バックライト輝度レベルを計算し、ここで、前記第１バックライト輝
度レベルは第２バックライト輝度レベルより高く、前記第２バックライト輝度レベルは、
前記光センサが前記光源に対して正面を向いている時に、前記第１照度値に基づいて計算
された輝度レベルであり、
　前記端末のバックライト輝度を、前記第１バックライト輝度レベルに設定する
ように構成されている。
【０００９】
　本開示の実施形態において提供される技術的解決手段は、以下の有利な効果を有し得る
。
【００１０】
　端末の位置する環境における環境光の照度値が光センサによって取得され、光センサが
環境内の光源に対して後ろを向いているか否かが検出されて、光センサが光源に対して後
ろを向いていることが検出された場合、該環境光の照度値に基づいて第１バックライト輝
度レベルが計算され、ここで、第１バックライト輝度レベルは、光センサが光源に対して
正面を向いている時に該環境光の照度値に基づいて計算される第２バックライト輝度レベ
ルより高く、その後、端末のバックライト輝度が第１バックライト輝度レベルに設定され
る。光センサが光源に対して後ろを向いている時、光センサにより取得された照度値は環
境光の実際の照度値より低いため、光センサが光源に対して後ろを向いている時に計算さ
れた第１バックライト輝度レベルは、光センサが光源に対して正面を向いている時に計算
された第２バックライト輝度レベルよりも高くなる。光センサが光源に対して後ろを向い
ている時、測定された環境光の照度値が低すぎるため、測定された環境光の照度及び光セ
ンサが光源に対して正面を向いている時に用いられるバックライト関数に基づいて計算さ
れたバックライト輝度レベルが不精確であるという問題が解決され、バックライト輝度レ
ベルの精確性が改善されるという効果が達成される。
【００１１】
上述の一般的説明及び後述の詳細な説明の両方は、単なる例示及び説明であって、本開示
を限定することを意図したものではないことを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　添付の図面は、本明細書に組み込まれると共に本明細書の一部を構成し、本開示に一致
する実施形態を示しており、本明細書と共に本開示の原理を説明するのに役立つ。
【００１３】
【図１】図１は、本開示の例示の実施形態に基づくスクリーン輝度設定方法を表すフロー
チャートである。
【図２Ａ】図２Ａは、本開示の別の例示の実施形態に基づくスクリーン輝度設定方法を表
すフローチャートである。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本開示の例示の実施形態に基づくバックライト関数を示す概略図で
ある。
【図２Ｃ】図２Ｃは、本開示の例示の実施形態に基づくバックライト関数の対比を示す概
略図である。
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【図３】図３は、本開示の例示の実施形態に基づくスクリーン輝度設定装置を表すブロッ
ク図である。
【図４】図４は、本開示の例示の実施形態に基づくスクリーン輝度設定装置を表すブロッ
ク図である。
【図５】図５は、本開示の例示の実施形態に基づくスクリーン輝度設定用の装置を表すブ
ロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、例示の実施形態について詳細に説明し、その例示を添付の図面中に示す。以下の
説明が添付の図面に言及する際には、他に述べられていない限り、異なる図面における同
一の数字は同一又は類似の要素を示す。以下の例示の実施形態についての説明にて明示さ
れる実施方式は、本開示と一致する全ての実施方式を表すものではない。むしろ、それら
は、添付の特許請求の範囲に詳述された本発明に関するいくつかの態様と一致する装置及
び方法の単なる例である。
【００１５】
　図１は、本開示の例示の実施形態に基づくスクリーン輝度設定方法を表すフローチャー
トである。該スクリーン輝度設定方法は、端末において適用される。図１に示されるよう
に、該スクリーン輝度設定方法は、以下のステップを含む。
【００１６】
　ステップ１０１では、光センサによって、端末の位置する環境における環境光の第１照
度値を取得する。
【００１７】
　ステップ１０２では、光センサが環境内の光源に対して後ろを向いているか否かを検出
する。
【００１８】
　ステップ１０３では、光センサが該光源に対して後ろを向いていることが検出された場
合、該環境光の第１照度値に基づいて第１バックライト輝度レベルを計算する。ここで、
第１バックライト輝度レベルは第２バックライト輝度レベルより高く、第２バックライト
輝度レベルは、光センサが光源に対して正面を向いている時に、該第１照度値に基づいて
計算される。
【００１９】
　ステップ１０４では、端末のバックライト輝度を、第１バックライト輝度レベルに設定
する。
【００２０】
　以上要約すると、本開示により提供されるスクリーン輝度設定方法では、端末の位置す
る環境における環境光の照度値が光センサによって取得され、光センサが環境内の光源に
対して後ろを向いているか否かが検出されて、光センサが光源に対して後ろを向いている
ことが検出された場合、該環境光の照度値に基づいて第１バックライト輝度レベルが計算
され、ここで、第１バックライト輝度レベルは、光センサが光源に対して正面を向いてい
る時に該環境光の照度値に基づいて計算される第２バックライト輝度レベルより高く、そ
の後、端末のバックライト輝度が第１バックライト輝度レベルに設定される。光センサが
光源に対して後ろを向いている時、光センサにより取得された照度値は環境光の実際の照
度値より低いため、光センサが光源に対して後ろを向いている時に計算された第１バック
ライト輝度レベルは、光センサが光源に対して正面を向いている時に計算された第２バッ
クライト輝度レベルよりも高くなる。光センサが光源に対して後ろを向いている時、測定
された環境光の照度値が低いため、測定された環境光の照度及び光センサが光源に対して
正面を向いている時に用いられるバックライト関数に基づいて計算されたバックライト輝
度レベルが不精確であるという問題が解決され、バックライト輝度レベルの精確性が改善
されるという効果が達成される。
【００２１】
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　図２Ａは、本開示の別の例示の実施形態に基づくスクリーン輝度設定方法を表すフロー
チャートである。該スクリーン輝度設定方法は、端末において適用される。図２Ａに示さ
れるように、該スクリーン輝度設定方法は、以下のステップを含む。
【００２２】
　ステップ２０１では、光センサによって、端末の位置する環境における環境光の第１照
度値を取得する。
【００２３】
　端末の位置する環境における環境光は、点光源より生成されてもよく、その他の光源よ
り生成されてもよい。該点光源は、太陽又は点灯ランプ等であってもよい。
【００２４】
　ステップ２０２では、光センサが環境内の光源に対して後ろを向いているか否かを検出
する。
【００２５】
　光センサが光源に対して正面を向いている時、光センサにより測定される照度値は、環
境光の実際の照度値である。このとき、端末は、該照度値及び第１バックライト関数に基
づいてバックライト輝度レベルを計算してもよく、該第１バックライト関数は、光センサ
が光源に対して正面を向いている時に用いられるバックライト関数である。眼の視覚と環
境光の照度値との間の対応関係は、統計によって得ることができるため、該対応関係を参
照して、第１バックライト関数を得てもよい。図２Ｂに示すバックライト関数の概略図を
参照すると、図２Ｂ（１）の曲線は、眼の視覚と環境光の照度値との間の対応関係を表す
のに用いられ、図２Ｂ（２）の曲線は、第１バックライト関数のグラフを表すのに用いら
れている。
【００２６】
　光センサが光源に対して後ろを向いている時、光センサにより測定される照度値は、環
境光の実際の照度値よりも低い。このとき、端末が依然として該照度値及び第１バックラ
イト関数に基づいてバックライト輝度レベルを計算するのであれば、計算されたバックラ
イト輝度レベルが低いため、環境光とスクリーンのバックライト輝度との差異が大きくな
り、それによって、ユーザの視力に対するダメージが大きくなる。そのため、端末は、該
照度値に基づいてバックライト輝度レベルを計算する前に、光センサが光源に対して後ろ
を向いているか否かを検出してから、検出結果に基づいてバックライト輝度レベルを計算
する必要がある。
【００２７】
　本開示における実施形態は、光センサが光源に対して後ろを向いているか否かを検出す
るための２つの方法を提供する。以下、これら２つの検出方法について説明する。
【００２８】
　第一の検出方法では、光センサが光源に対して後ろを向いているか否かを検出する方法
は、以下のステップを含む。
【００２９】
　１）光センサの位置する測定面を決定するステップ。
【００３０】
　２）重力センサによって、該測定面が光源のある方向を向いているか否かを検出するス
テップであって、光源のある方向がデフォルトの方向又はユーザにより入力された方向で
あるステップ。
【００３１】
　３）該測定面が光源のある方向を向いている場合、光センサが光源に対して正面を向い
ていることを決定するステップ。
【００３２】
　４）該測定面が光源のある方向を向いていない場合、光センサが光源に対して後ろを向
いていることを決定するステップ。
【００３３】
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　光センサが環境内の光源に対して後ろを向いているか否かを検出する前に、光センサの
位置する測定面を決定する必要がある。該測定面は、端末の前面の位置する面であっても
よく、端末の背面の位置する面であってもよく、その他の平面であってもよく、本実施形
態では限定されない。
【００３４】
　端末の工場出荷前に、光センサは端末における所定の位置に固定されているため、光セ
ンサの位置する測定面は既知のパラメータであり、該パラメータは端末によって直接取得
されてもよい。通常、光センサは端末の前面に位置している。
【００３５】
　測定面を決定した後、端末は、センサによって端末の測定面の向きを決定してもよく、
それから光源のある方向を決定してもよく、測定面の向き及び光源のある方向に基づいて
、光センサが光源に対して後ろを向いているか否かを検出してもよい。
【００３６】
　第一に、端末は、センサにより測定面の向きを様々な方法で決定してもよい。本実施形
態では、重力センサであるセンサを例に挙げて説明する。
【００３７】
　端末は、座標系を確立してもよい。ここで、端末のインタフェースがｘｚ平面であって
、端末の中心が座標原点であり、ｘ軸の正の半軸が端末の右方向を指し示しており、ｚ軸
が端末の面上においてｘ軸に対して垂直となっており、ｚ軸の正の半軸がｘｚ平面内にお
いて端末の上方向を指し示しており、ｙ軸が端末の面に対して垂直となっており、ｙ軸の
正の半軸がｘｚ平面外において端末の上方向を指し示していると仮定する。このとき、端
末は、重力センサによって、端末のｙ軸上の加速度を測定してもよい。加速度の方向がｙ
軸の正の方向を指し示す時、測定面は下向きと決定される。加速度の方向がｙ軸の負の方
向を指し示す時、測定面は上向きと決定される。
【００３８】
　第二に、光源のある方向は、デフォルトの方向、例えば端末の上方向であってもよく、
ユーザに入力された方向であってもよい。当然ながら、ユーザは、デフォルトの方向を修
正してもよく、本実施形態では限定されない。
【００３９】
　ユーザが方向を入力する時、端末は光源のある位置を入力するための入力ボックスを提
供してもよい。あるいは、端末は光源のある位置のオプションを表示してもよく、それに
よりユーザは端末の実際の位置に基づいて複数のオプションのうち１つのオプションを選
択してもよく、端末はユーザに選択されたオプションに基づいて光源の位置を決定しても
よく、それによって光源のある方向を決定してもよい。例えば、端末は「光源が端末の上
方にある」及び「光源が端末の下方にある」の２つのオプションを表示し、ユーザが「光
源が端末の上方にある」のオプションを選択した場合には、光源のある方向が端末の上方
であることが決定される。
【００４０】
　通常、光源は端末の上方に位置している。光センサが端末の前面に位置している時、端
末は、重力センサによって、端末の前面が上向きの状態で端末が配置されているか否かを
検出してもよい。端末の前面が上向きの状態で端末が配置されている場合には、光センサ
が光源に対して正面を向いていることが決定される。端末の前面が下向きの状態で端末が
配置されている場合には、光センサが光源に対して後ろを向いていることが決定される。
【００４１】
　第二の検出方法では、光センサが環境内の光源に対して後ろを向いているか否かを検出
する方法は、以下のステップを含む。
【００４２】
　１）端末中の既定のデバイスによって環境光の第２照度値を取得するステップであって
、既定のデバイスの位置する面が、光センサの位置する面とは反対の方向を向いており、
既定のデバイスが別の光センサ又はカメラであるステップ。
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【００４３】
　２）光センサにより取得された第１照度値と既定のデバイスにより取得された第２照度
値とを比較するステップ。
【００４４】
　３）光センサにより取得された第１照度値が既定のデバイスにより取得された第２照度
値より大きい場合、光センサが光源に対して正面を向いていることを決定するステップ。
【００４５】
　４）光センサにより取得された第１照度値が既定のデバイスにより取得された第２照度
値より小さい場合、光センサが光源に対して後ろを向いていることを決定するステップ。
【００４６】
　第一の実施方式では、端末は、環境光の照度値を取得する機能を有する既定のデバイス
を含んでいてもよく、該既定のデバイスは、別の光センサ又はカメラであってもよい。既
定のデバイスの位置する面は、光センサの位置する面とは反対の方向を向いている。例え
ば、光センサが端末の前面に位置している時、既定のデバイスは端末の背面に位置してお
り、該既定のデバイスは背面カメラであってもよい。光センサが端末の背面に位置してい
る時、既定のデバイスは端末の前面に位置しており、該既定のデバイスは前面カメラであ
ってもよい。
【００４７】
　端末は、既定のデバイスによって環境光の第２照度値を取得してから、光センサにより
取得された第１照度値と既定のデバイスにより取得された第２照度値とを比較し、比較結
果に基づいて、光センサが光源に対して後ろを向いているか否かを検出してもよい。光セ
ンサによる照度値の取得と既定のデバイスによる照度値の取得との順序は、本実施形態で
は限定されない。
【００４８】
　例えば、光センサにより取得された照度値が４００ｌｕｘであると仮定する。既定のデ
バイスにより取得された照度値が３００ｌｕｘである場合には、光センサが光源に対して
正面を向いていることが決定される。既定のデバイスにより取得された照度値が５００ｌ
ｕｘである場合には、光センサが光源に対して後ろを向いていることが決定される。
【００４９】
　第二の実施方式では、端末は、該光センサによって、環境光の照度値を２度測定しても
よく、該２度の測定における測定面の向きは反対である。ステップ２０１において取得さ
れた照度値が第１照度値として定義される場合には、端末は、第１照度値を測定する時に
測定面に対して正面となる方向を記録してもよく、それから測定面を該方向に対して後ろ
向きにして、該光センサによって第２照度値を測定し、第１照度値と第２照度値とを比較
して、第２照度値が第１照度値より大きい場合には、光センサが光源に対して後ろを向い
ていることを決定してもよく、第２照度値が第１照度値より小さい場合には、光センサが
光源に対して正面を向いていることを決定してもよい。
【００５０】
　ステップ２０３では、光センサが光源に対して後ろを向いていることが検出された場合
、端末がユーザに使用されているか否かを検出する。端末がユーザに使用されていないこ
とが検出された場合、ステップ２０４を実行する。端末がユーザに使用されていることが
検出された場合、ステップ２０５の実行をトリガする。
【００５１】
　ある使用状況において、ユーザは端末を物体上に配置しており、かつ光センサは光源に
対して後ろを向いている。このとき、ユーザは端末を使用していない。高めのバックライ
ト輝度レベルが設定されている場合には、端末の電力が浪費されることとなり、それによ
ってユーザエクスペリエンスに影響する。このため、端末は、バックライト輝度を設定す
る前に、端末がユーザに使用されているか否かを検出する必要がある。
【００５２】
　端末がユーザに使用されているか否かを検出する方法は、以下のステップを含む。
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【００５３】
　１）距離センサによって、端末からの距離が距離閾値よりも小さい物体が存在するか否
かを検出するステップ、又は、
【００５４】
　２）端末のスクリーンによって、ユーザによりトリガされた操作を受信したか否かを検
出するステップ。
【００５５】
　端末は、以下の２つの方法のうち少なくとも１つによって、端末がユーザに使用されて
いるか否かを検出してもよい。
【００５６】
　第一の方法では、端末は、距離センサによって、物体と端末との間の距離を取得し、該
距離が距離閾値よりも小さいか否かを検出してもよい。該距離が距離閾値よりも小さい場
合には、端末が物体上に配置されており、そのため端末がユーザに使用されていないこと
が決定される。該距離が距離閾値よりも大きい場合には、端末が物体上に配置されておら
ず、そのため端末がユーザに使用されていることが決定される。距離センサと光センサと
は、同一面上に位置している。
【００５７】
　第二の方法では、端末は、スクリーンによって、ユーザからの操作を受信したか否かを
検出してもよい。スクリーンがユーザからの操作を受信していない場合には、端末がユー
ザに使用されていないことが決定される。スクリーンがユーザからの操作を受信している
場合には、端末がユーザに使用されていることが決定される。
【００５８】
　ステップ２０４では、第３バックライト輝度レベルを計算して、端末のバックライト輝
度を第３バックライト輝度レベルに設定する。ここで、第３バックライト輝度レベルは第
１バックライト輝度レベルより低く、第１バックライト輝度レベルは、光センサが光源に
対して後ろを向いている時に、第１照度値に基づいて計算されたバックライト輝度レベル
である。そして、手続を終了する。
【００５９】
　端末がユーザに使用されていない時、端末はバックライト輝度レベルを計算された第３
バックライト輝度レベルに設定してもよい。第３バックライトレベルは、環境光の照度値
に基づいて計算されたバックライト輝度レベルであってもよく、固定されたレベルであっ
てもよく、第１バックライト輝度レベルより低いランダムなレベルであってもよく、本実
施形態では限定されない。第１バックライト輝度レベルは、光センサが光源に対して後ろ
を向いている時に計算されたバックライト輝度レベルである。
【００６０】
　ステップ２０５では、環境光の第１照度値に基づいて第１バックライト輝度レベルを計
算する。ここで、第１バックライト輝度レベルは第２バックライト輝度レベルより高く、
第２バックライト輝度レベルは、光センサが光源に対して正面を向いている時に、環境光
の第１照度値に基づいて計算される。
【００６１】
　光センサが光源に対して後ろを向いている時には、光センサにより取得された第１照度
値は環境光の実際の照度値より低いため、端末は、第１バックライト関数に基づいて第２
バックライト関数を計算してもよく、それによって第１照度値と第２バックライト関数と
に基づいて計算された第１バックライト輝度レベルを、第１照度値及び第１バックライト
関数に基づいて計算された第２バックライト輝度レベルよりも大きくさせてもよい。第１
バックライト関数に基づいて第２バックライト関数を計算する方法は、本実施形態では限
定されない。図２Ｃに示されるバックライト関数の対比についての模式図を参照すると、
図２Ｃ中における下方の曲線は、第１バックライト関数のグラフであり、図２Ｃ中におけ
る上方の曲線は、第２バックライト関数のグラフである。
【００６２】
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　選択的には、端末は第２バックライト関数を計算せずに、第２バックライト輝度レベル
に基づいて第１バックライト輝度レベルを計算してもよい。例えば、端末は、第２バック
ライト輝度レベルに既定の数値を加算して第１バックライト輝度レベルを得てもよく、第
２バックライト輝度レベルに所定の比率を乗算して第１バックライト輝度レベルを得ても
よい。例えば、端末は既定の比率を５％～１０％の範囲の数値に設定してもよく、本実施
形態では限定されない。
【００６３】
　ステップ２０６では、端末のバックライト輝度を、第１バックライト輝度レベルに設定
する。
【００６４】
　理解を容易にするために、本実施形態ではスクリーン輝度設定を例に挙げて説明する。
蛍光灯より照射される環境光の照度値が４００ｌｕｘであると仮定する。端末が前向きに
配置されている時、すなわち、光センサが蛍光灯に対して正面を向いている時には、測定
される照度値は４００ｌｕｘであり、計算される第２バックライト輝度レベルは１００（
０～２５５の範囲内において１００）である。端末が後ろ向きに配置されている時、すな
わち、光センサが蛍光灯に対して後ろを向いている時には、測定される照度値は３７０ｌ
ｕｘであり得る。第２バックライト関数のグラフは第１バックライト関数のグラフよりも
高いため、得られる第１バックライト輝度レベルは依然として１００であり、端末のバッ
クライト輝度のバックライト輝度レベルは変わらない。
【００６５】
　以上要約すると、本開示により提供されるスクリーン輝度設定方法では、端末の位置す
る環境における環境光の照度値が光センサによって取得され、光センサが環境内の光源に
対して後ろを向いているか否かが検出されて、光センサが光源に対して後ろを向いている
ことが検出された場合、該環境光の照度値に基づいて第１バックライト輝度レベルが計算
され、ここで、第１バックライト輝度レベルは、光センサが光源に対して正面を向いてい
る時に該環境光の照度値に基づいて計算される第２バックライト輝度レベルより高く、そ
の後、端末のバックライト輝度が第１バックライト輝度レベルに設定される。光センサが
光源に対して後ろを向いている時、光センサにより取得された照度値は環境光の実際の照
度値より低いため、光センサが光源に対して後ろを向いている時に計算された第１バック
ライト輝度レベルは、光センサが光源に対して正面を向いている時に計算された第２バッ
クライト輝度レベルよりも高くなる。光センサが光源に対して後ろを向いている時、測定
された環境光の照度値が低いため、測定された環境光の照度及び光センサが光源に対して
正面を向いている時に用いられるバックライト関数に基づいて計算されたバックライト輝
度レベルが不精確であるという問題が解決され、バックライト輝度レベルの精確性が改善
されるという効果が達成される。
【００６６】
　加えて、端末がユーザに使用されていないことが検出された時に、第３バックライト輝
度レベルを計算し、端末のバックライト輝度を第１バックライト輝度レベルより低い第３
バックライト輝度レベルに設定することによって、ユーザが端末を使用していない時には
バックライト輝度レベルが小さくされるため、ユーザが端末を使用していない時に高めの
バックライト輝度により端末の電力が浪費されるという問題が解決され、端末の電力を節
約するという効果が達成される。
【００６７】
　図３は、本開示の例示の実施形態に基づくスクリーン輝度設定装置を表すブロック図で
ある。該スクリーン輝度設定装置は、端末において適用される。図３に示されるように、
該スクリーン輝度設定装置は、照度取得モジュール３０１と、第１検出モジュール３０２
と、輝度レベル計算モジュール３０３と、第１設定モジュール３０４とを含む。
【００６８】
　照度取得モジュール３０１は、光センサによって、端末の位置する環境における環境光
の第１照度値を取得するように構成されている。
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【００６９】
　第１検出モジュール３０２は、光センサが環境内の光源に対して後ろを向いているか否
かを検出するように構成されている。
【００７０】
　輝度レベル計算モジュール３０３は、光センサが光源に対して後ろを向いていることを
第１検出モジュール３０２が検出した場合、輝度取得モジュール３０１によって取得され
た環境光の第１照度値に基づいて第１バックライト輝度レベルを計算するように構成され
ている。ここで、第１バックライト輝度レベルは第２バックライト輝度レベルより高く、
第２バックライト輝度レベルは、光センサが光源に対して正面を向いている時に、環境光
の第１照度値に基づいて計算される。
【００７１】
　第１設定モジュール３０４は、端末のバックライト輝度を、輝度レベル計算モジュール
３０３により計算された第１バックライト輝度レベルに設定するように構成されている。
【００７２】
　以上要約すると、本開示により提供されるスクリーン輝度設定装置では、端末の位置す
る環境における環境光の照度値が光センサによって取得され、光センサが環境内の光源に
対して後ろを向いているか否かが検出されて、光センサが光源に対して後ろを向いている
ことが検出された場合、該環境光の照度値に基づいて第１バックライト輝度レベルが計算
され、ここで、第１バックライト輝度レベルは、光センサが光源に対して正面を向いてい
る時に該環境光の照度値に基づいて計算される第２バックライト輝度レベルより高く、そ
の後、端末のバックライト輝度が第１バックライト輝度レベルに設定される。光センサが
光源に対して後ろを向いている時、光センサにより取得された照度値は環境光の実際の照
度値より低いため、光センサが光源に対して後ろを向いている時に計算された第１バック
ライト輝度レベルは、光センサが光源に対して正面を向いている時に計算された第２バッ
クライト輝度レベルよりも高くなる。光センサが光源に対して後ろを向いている時、測定
された環境光の照度値が低いため、測定された環境光の照度及び光センサが光源に対して
正面を向いている時に用いられるバックライト関数に基づいて計算されたバックライト輝
度レベルが不精確であるという問題が解決され、バックライト輝度レベルの精確性が改善
されるという効果が達成される。
【００７３】
　図４は、本開示の例示の実施形態に基づくスクリーン輝度設定装置を示すブロック図で
ある。該スクリーン輝度設定装置は端末において適用される。図４に示されるように、該
スクリーン輝度設定装置は、照度取得モジュール４０１と、第１検出モジュール４０２と
、輝度レベル計算モジュール４０３と、第１設定モジュール４０４とを含む。
【００７４】
　照度取得モジュール４０１は、光センサによって、端末の位置する環境における環境光
の第１照度値を取得するように構成されている。
【００７５】
　第１検出モジュール４０２は、光センサが環境内の光源に対して後ろを向いているか否
かを検出するように構成されている。
【００７６】
　輝度レベル計算モジュール４０３は、光センサが光源に対して後ろを向いていることを
第１検出モジュール４０２が検出した場合、輝度取得モジュール４０１によって取得され
た環境光の第１照度値に基づいて第１バックライト輝度レベルを計算するように構成され
ている。ここで、第１バックライト輝度レベルは第２バックライト輝度レベルより高く、
第２バックライト輝度レベルは、光センサが光源に対して正面を向いている時に、環境光
の第１照度値に基づいて計算される。
【００７７】
　第１設定モジュール４０４は、端末のバックライト輝度を、輝度レベル計算モジュール
４０３により計算された第１バックライト輝度レベルに設定するように構成されている。
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【００７８】
　選択的には、本実施形態により提供される装置は、第２検出モジュール４０５と、第２
設定モジュール４０６と、操作トリガモジュール４０７とをさらに含む。
【００７９】
　第２検出モジュール４０５は、端末がユーザに使用されているか否かを検出するように
構成されている。
【００８０】
　第２設定モジュール４０６は、端末がユーザに使用されていないことを第２検出モジュ
ール４０５が検出した場合、第３バックライト輝度レベルを計算して、端末のバックライ
ト輝度を第３バックライト輝度レベルに設定するように構成されている。ここで、第３バ
ックライト輝度レベルは第１バックライト輝度レベルより低く、第１バックライト輝度レ
ベルは、光センサが光源に対して後ろを向いている時に、環境光の第１照度値に基づいて
計算される。
【００８１】
　操作トリガモジュール４０７は、端末がユーザに使用されていることを第２検出モジュ
ール４０５が検出した場合、環境光の第１照度値に基づいて第１バックライト輝度レベル
を計算する操作をトリガするように構成されている。
【００８２】
　選択的には、第２検出モジュール４０５は、第１検出サブモジュール４０５１又は第２
検出サブモジュール４０５２を含む。
【００８３】
　第１検出サブモジュール４０５１は、距離センサによって、端末からの距離が距離閾値
よりも小さい物体が存在するか否かを検出するように構成されている。
【００８４】
　第２検出サブモジュール４０５２は、端末のスクリーンによって、ユーザによりトリガ
された操作を受信したか否かを検出するように構成されている。
【００８５】
　選択的には、第１検出モジュール４０２は、面決定サブモジュール４０２１と、第３検
出サブモジュール４０２２と、第１決定サブモジュール４０２３と、第２決定サブモジュ
ール４０２４とを含む。
【００８６】
　面決定サブモジュール４０２１は、光センサの位置する測定面を決定するように構成さ
れている。
【００８７】
　第３検出サブモジュール４０２２は、重力センサによって、面決定サブモジュール４０
２１により決定された測定面が光源のある方向を向いているか否かを検出するように構成
されている。ここで、光源のある方向は、デフォルトの方向またはユーザにより入力され
た方向である。
【００８８】
　第１決定サブモジュール４０２３は、測定面が光源のある方向を向いている場合、光セ
ンサが光源に対して正面を向いていることを決定するように構成されている。
【００８９】
　第２決定サブモジュール４０２４は、測定面が光源のある方向を向いていない場合、光
センサが光源に対して後ろを向いていることを決定するように構成されている。
【００９０】
　選択的には、第１検出モジュール４０２は、照度取得サブモジュール４０２５と、照度
比較サブモジュール４０２６と、第３決定サブモジュール４０２７と、第４決定サブモジ
ュール４０２８とを含む。
【００９１】
　照度取得サブモジュール４０２５は、端末中の既定のデバイスによって環境光の第２照
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度値を取得するように構成され、既定のデバイスの位置する面は、光センサの位置する面
とは反対の方向を向いており、既定のデバイスは別の光センサ又はカメラである。
【００９２】
　照度比較サブモジュール４０２６は、光センサにより取得された環境光の第１照度値と
既定のデバイスにより取得された環境光の第２照度値とを比較するように構成されている
。
【００９３】
　第３決定サブモジュール４０２７は、光センサにより取得された環境光の第１照度値が
既定のデバイスにより取得された環境光の第２照度値より大きい場合、光センサが光源に
対して正面を向いていることを決定するように構成されている。
【００９４】
　第４決定サブモジュール４０２８は、光センサにより取得された環境光の第１照度値が
既定のデバイスにより取得された環境光の第２照度値より小さい場合、光センサが光源に
対して後ろを向いていることを決定するように構成されている。
【００９５】
　以上要約すると、本開示により提供されるスクリーン輝度設定装置では、端末の位置す
る環境における環境光の照度値が光センサによって取得され、光センサが環境内の光源に
対して後ろを向いているか否かが検出されて、光センサが光源に対して後ろを向いている
ことが検出された場合、該環境光の照度値に基づいて第１バックライト輝度レベルが計算
され、ここで、第１バックライト輝度レベルは、光センサが光源に対して正面を向いてい
る時に該環境光の照度値に基づいて計算される第２バックライト輝度レベルより高く、そ
の後、端末のバックライト輝度が第１バックライト輝度レベルに設定される。光センサが
光源に対して後ろを向いている時、光センサにより取得された照度値は環境光の実際の照
度値より低いため、光センサが光源に対して後ろを向いている時に計算された第１バック
ライト輝度レベルは、光センサが光源に対して正面を向いている時に計算された第２バッ
クライト輝度レベルよりも高くなる。光センサが光源に対して後ろを向いている時、測定
された環境光の照度値が低いため、測定された環境光の照度及び光センサが光源に対して
正面を向いている時に用いられるバックライト関数に基づいて計算されたバックライト輝
度レベルが不精確であるという問題が解決され、バックライト輝度レベルの精確性が改善
されるという効果が達成される。
【００９６】
　加えて、端末がユーザに使用されていないことが検出された時に、第３バックライト輝
度レベルを計算し、端末のバックライト輝度を第１バックライト輝度レベルより低い第３
バックライト輝度レベルに設定することによって、ユーザが端末を使用していない時には
バックライト輝度レベルが小さくされるため、ユーザが端末を使用していない時に高めの
バックライト輝度により端末の電力が浪費されるという問題が解決され、端末の電力を節
約するという効果が達成される。
【００９７】
　上述の実施形態における装置に関しては、各モジュールの操作を実行するための具体的
な方法は、該方法に関する実施形態において詳細に説明されており、ここでは繰り返し説
明しない。
【００９８】
　本開示の例示の実施形態は、本開示において提供されるスクリーン輝度設定方法を実施
可能な、スクリーン輝度設定用の装置を提供する。該スクリーン輝度設定装置は、プロセ
ッサと、該プロセッサにより実行可能な命令を保存するように構成されたメモリとを含む
。
【００９９】
　ここで、該プロセッサは、
　光センサによって、端末の位置する環境における環境光の第１照度値を取得し、
　光センサが環境内の光源に対して後ろを向いているか否かを検出し、
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　光センサが光源に対して後ろを向いている場合、環境光の第１照度値に基づいて第１バ
ックライト輝度レベルを計算し、ここで、第１バックライト輝度レベルは第２バックライ
ト輝度レベルより高く、第２バックライト輝度レベルは、光センサが光源に対して正面を
向いている時に、環境光の第１照度値に基づいて計算され、
　端末のバックライト輝度を、第１バックライト輝度レベルに設定する
ように構成されている。
【０１００】
　図５は、本開示の例示の実施形態に基づくスクリーン輝度設定装置５００を示すブロッ
ク図である。例えば、装置５００は、携帯電話、コンピュータ、デジタルブロードキャス
ト端末、メッセージ送受信デバイス、ゲームコンソール、タブレット、医療機器、健康器
具、ＰＤＡ等であってもよい。
【０１０１】
　図５を参照すると、装置５００は、以下の１つ又は複数のコンポーネント、すなわち、
処理コンポーネント５０２、メモリ５０４、電源コンポーネント５０６、マルチメディア
コンポーネント５０８、オーディオコンポーネント５１０、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インタ
フェース５１２、センサコンポーネント５１４及び通信コンポーネント５１６を含んでい
てもよい。
【０１０２】
　処理コンポーネント５０２は、典型的には、装置５００の全体的な操作、例えば、表示
、電話呼出し、データ通信、カメラ操作及び記録操作に関する操作などを制御する。処理
コンポーネント５０２は、上述の方法におけるステップの全部又は一部を実施するための
命令を実行する１つ又は複数のプロセッサ５１８を含んでいてもよい。さらに、処理コン
ポーネント５０２は、処理コンポーネント５０２と他のコンポーネントとの間の対話を容
易にする１つ又は複数のモジュールを含んでいてもよい。例えば、処理コンポーネント５
０２は、マルチメディアコンポーネント５０８と処理コンポーネント５０２との間の対話
を容易にするマルチメディアモジュールを含んでいてもよい。
【０１０３】
　メモリ５０４は、装置５００の操作をサポートするための種々のタイプのデータを保存
するように構成されている。このようなデータの例には、装置５００上において操作され
る任意のアプリケーション又は方法のための命令、連絡先データ、電話帳データ、メッセ
ージ、ピクチャ、ビデオ等が含まれる。メモリ５０４は、任意のタイプの揮発性若しくは
不揮発性メモリデバイス、又はそれらの組み合わせを用いて実装されていてもよく、例え
ば、スタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、電気的に消去可能なプログラマ
ブル読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、消去可能なプログラマブル読み出し専用メモ
リ（ＥＰＲＯＭ）、プログラマブル読み出し専用メモリ（ＰＲＯＭ）、読み出し専用メモ
リ（ＲＯＭ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク又は光ディスクを用いて実
装されていてもよい。
【０１０４】
　電源コンポーネント５０６は、装置５００の種々のコンポーネントに電力を供給する。
電源コンポーネント５０６は、電源管理システム、１つ又は複数の電源、及び、装置５０
０において電力を生成、管理及び分配することに関する任意の他のコンポーネントを含ん
でいてもよい。
【０１０５】
　マルチメディアコンポーネント５０８は、装置５００とユーザとの間に出力インタフェ
ースを提供するスクリーンを含む。いくつかの実施形態では、スクリーンは液晶ディスプ
レイ（ＬＣＤ）及びタッチパネル（ＴＰ）を含んでいてもよい。スクリーンがタッチパネ
ルを含んでいる場合には、スクリーンはユーザからの入力信号を受信するためのタッチス
クリーンとして実装されていてもよい。タッチパネルは、タッチ、スワイプ及びタッチパ
ネル上における他のジェスチャを感知するための１つ又は複数のタッチセンサを含む。上
記タッチセンサは、タッチ又はスワイプ動作の境界を感知してもよく、それだけでなくタ
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ッチ又はスワイプ動作に関する持続時間及び圧力を感知してもよい。いくつかの実施形態
では、マルチメディアコンポーネント５０８は、前面カメラ及び／又は背面カメラを含む
。装置５００が撮影モード又はビデオモードのような動作モードにある際には、前面カメ
ラ及び背面カメラは、外部マルチメディアデータを受信してもよい。前面カメラ及び背面
カメラはそれぞれ、固定式光学レンズシステムであってもよく、フォーカス機能及び光学
ズーム機能を有していてもよい。
【０１０６】
　オーディオコンポーネント５１０は、オーディオ信号を出力及び／又は入力するように
構成されている。例えば、オーディオコンポーネント５１０はマイク（ＭＩＣ）を含んで
おり、該マイクは、装置５００が呼出しモード、記録モード及び音声認識モードのような
動作モードにある際に、外部オーディオ信号を受信するように構成されている。受信され
たオーディオ信号は、さらに、メモリ５０４内に保存されてもよく、通信コンポーネント
５１６を経由して送信されてもよい。いくつかの実施形態では、オーディオコンポーネン
ト５１０は、オーディオ信号を出力するためのスピーカをさらに含んでいてもよい。
【０１０７】
　Ｉ／Ｏインタフェース５１２は、処理コンポーネント５０２と、キーボード、クリック
ホイール、ボタン等の周辺インタフェースモジュールとの間に、インタフェースを提供す
る。該ボタンは、限定されないが、ホームボタン、ボリュームボタン、スタートボタン及
びロックボタンを含んでいてもよい。
【０１０８】
　センサコンポーネント５１４は、装置５００における種々の様相の状態評価を提供する
ための１つ又は複数のセンサを含む。例えば、センサコンポーネント５１４は、装置５０
０のオープン／クローズ状態及びコンポーネントの相対位置を検出してもよく、例えば、
該コンポーネントは、装置５００のディスプレイ及びキーパッドであってもよい。センサ
コンポーネント５１４はまた、装置５００又は装置５００のコンポーネントの位置の変化
、装置５００とコンタクトを取っているユーザの存在又は不存在、装置５００の向き又は
加速／減速、及び装置５００の温度変化を検出してもよい。センサコンポーネント５１４
は、物理的接触のない状態で近くの物体の存在を検出するように構成された近接センサを
含んでいてもよい。センサコンポーネント５１４はまた、撮影アプリケーションにおいて
使用するための、ＣＭＯＳ又はＣＣＤイメージセンサのような光センサを含んでいてもよ
い。いくつかの実施形態では、センサコンポーネント５１４はまた、加速度センサ、ジャ
イロセンサ、磁気センサ、圧力センサ又は温度センサを含んでいてもよい。
【０１０９】
　通信コンポーネント５１６は、装置５００と他の装置との間の有線又は無線の通信を容
易にするように構成されている。装置５００は、ＷｉＦｉ、２Ｇ若しくは３Ｇ、又はそれ
らの組み合わせのような通信規格に基づく無線ネットワークにアクセスすることができる
。例示の一実施形態では、通信コンポーネント５１６は、ブロードキャストチャンネルを
経由して、外部ブロードキャスト管理システムからのブロードキャスト信号又はブロード
キャスト関連情報を受信する。例示の一実施形態では、通信コンポーネント５１６は、短
距離通信を促進するための近距離通信（ＮＦＣ）モジュールをさらに含む。例えば、ＮＦ
Ｃモジュールは、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）技術、赤外線データ協会（ＩｒＤＡ）技術
、超広帯域（ＵＷＢ）技術、ブルートゥース（ＢＴ）技術及び他の技術に基づいて実装さ
れていてもよい。
【０１１０】
　例示の実施形態では、装置５００は、上述の方法を実行するための１つ又は複数の特定
用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理
デバイス（ＤＳＰＤ）、プログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）、フィールドプログ
ラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプ
ロセッサ又は他の電子部品により実装されていてもよい。
【０１１１】
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　例示の実施形態では、命令を含んだメモリ５０４のような、命令を含んだ非一時的なコ
ンピュータ読み取り可能記憶媒体もまた提供され、上記命令は、上述の方法を実施するた
めに、装置５００のプロセッサ５１８によって実行可能である。例えば、非一時的なコン
ピュータ読み取り可能記憶媒体は、ＲＯＭ，ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッ
ピーディスク及び光学データ記憶デバイス等であってもよい。
【０１１２】
　当業者は、明細書及び本明細書に開示された本発明の実施を考慮して、本発明の他の実
施形態に容易に想到するであろう。本出願は、本発明の任意の変形、使用又は翻案に及ぶ
ことを意図しており、これらの変形、使用又は翻案は、本発明の一般的な原理に従うもの
であると共に、当該技術分野における公知技術又は慣用技術の範囲内における本開示から
の逸脱を含む。明細書及び実施例は単なる例示とみなされ、本発明の真の範囲及び趣旨は
以下の特許請求の範囲によって示されることが意図される。
【０１１３】
　本発明は、上述の及び添付の図面に図示された厳密な構成に限定されるものではなく、
本発明の範囲から逸脱することなく、様々な修正及び変更がなされ得ることを理解された
い。本開示の範囲は、添付の特許請求の範囲によってのみ限定される。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図３】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年5月16日(2016.5.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光センサによって、端末の位置する環境における環境光の第１照度値を取得するステッ
プと、
　前記光センサが前記環境内の光源に対して後ろを向いているか否かを検出するステップ
と、
　前記光センサが前記光源に対して後ろを向いていることが検出された場合、前記第１照
度値に基づいて第１バックライト輝度レベルを計算するステップであって、前記第１バッ
クライト輝度レベルは第２バックライト輝度レベルより高く、前記第２バックライト輝度
レベルは、前記光センサが前記光源に対して正面を向いている時に、前記第１照度値に基
づいて計算された輝度レベルであるステップと、
　前記端末のバックライト輝度を、前記第１バックライト輝度レベルに設定するステップ
と
を含む、スクリーン輝度設定方法。
【請求項２】
　前記端末がユーザに使用されているか否かを検出するステップと、
　前記端末がユーザに使用されていないことが検出された場合、第３バックライト輝度レ
ベルを計算して、前記端末のバックライト輝度を前記第３バックライト輝度レベルに設定
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するステップであって、前記第３バックライト輝度レベルは前記第１バックライト輝度レ
ベルより低く、前記第１バックライト輝度レベルは、前記光センサが前記光源に対して後
ろを向いている時に、前記第１照度値に基づいて計算された輝度レベルであるステップと
、
　前記端末がユーザに使用されていることが検出された場合、前記第１照度値に基づいて
前記第１バックライト輝度レベルを計算するステップの実行をトリガするステップと
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記端末がユーザに使用されているか否かを検出する前記ステップが、
　距離センサによって、前記端末との距離が距離閾値よりも小さい物体が存在するか否か
を検出するステップ、又は、
　前記端末のスクリーンによって、ユーザによりトリガされた操作を受信したか否かを検
出するステップ
を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記光センサが前記環境内の光源に対して後ろを向いているか否かを検出する前記ステ
ップが、
　前記光センサの位置する測定面を決定するステップと、
　重力センサによって、前記測定面が前記光源の位置する方向を向いているか否かを検出
するステップであって、前記光源の位置する方向がデフォルトの方向又はユーザにより入
力された方向であるステップと、
　前記測定面が前記光源の位置する方向を向いている場合、前記光センサが前記光源に対
して正面を向いていることを決定するステップと、
　前記測定面が前記光源の位置する方向を向いていない場合、前記光センサが前記光源に
対して後ろを向いていることを決定するステップと
を含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記光センサが前記環境の光源に対して後ろを向いているか否かを検出する前記ステッ
プが、
　前記端末中の既定のデバイスによって前記環境光の第２照度値を取得するステップであ
って、前記既定のデバイスの位置する面の向いている方向と前記光センサの位置する面の
向いている方向とが逆であり、前記既定のデバイスが別の光センサ又はカメラであるステ
ップと、
　前記光センサにより取得された前記第１照度値と前記既定のデバイスにより取得された
前記第２照度値とを比較するステップと、
　前記光センサにより取得された前記第１照度値が前記既定のデバイスにより取得された
前記第２照度値より大きい場合、前記光センサが前記光源に対して正面を向いていること
を決定するステップと、
　前記光センサにより取得された前記第１照度値が前記既定のデバイスにより取得された
前記第２照度値より小さい場合、前記光センサが前記光源に対して後ろを向いていること
を決定するステップと
を含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　光センサによって、端末の位置する環境における環境光の第１照度値を取得するように
構成された照度取得モジュールと、
　前記光センサが前記環境内の光源に対して後ろを向いているか否かを検出するように構
成された第１検出モジュールと、
　前記光センサが光源に対して後ろを向いていることを前記第１検出モジュールが検出し
た時に、前記照度取得モジュールによって取得された前記第１照度値に基づいて第１バッ
クライト輝度レベルを計算するように構成された輝度レベル計算モジュールであって、前
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記第１バックライト輝度レベルは第２バックライト輝度レベルより高く、前記第２バック
ライト輝度レベルは、前記光センサが前記光源に対して正面を向いている時に、前記第１
照度値に基づいて計算されたバックライト輝度レベルである、輝度レベル計算モジュール
と、
　前記端末のバックライト輝度を、前記輝度レベル計算モジュールにより計算された前記
第１バックライト輝度レベルに設定するように構成された第１設定モジュールと
を含む、スクリーン輝度設定装置。
【請求項７】
　前記端末がユーザに使用されているか否かを検出するように構成された第２検出モジュ
ールと、
　前記端末がユーザに使用されていないことを前記第２検出モジュールが検出した時に、
第３バックライト輝度レベルを計算して、前記端末のバックライト輝度を前記第３バック
ライト輝度レベルに設定するように構成された第２設定モジュールであって、前記第３バ
ックライト輝度レベルは前記第１バックライト輝度レベルより低く、前記第１バックライ
ト輝度レベルは、前記光センサが前記光源に対して後ろを向いている時に、前記第１照度
値に基づいて計算された輝度レベルである、第２設定モジュールと、
　前記端末がユーザに使用されていることを前記第２検出モジュールが検出した時に、前
記第１照度値に基づいて第１バックライト輝度レベルを計算する操作の実行をトリガする
ように構成された操作トリガモジュールと
をさらに含む、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記第２検出モジュールが、
　距離センサによって、前記端末との距離が距離閾値よりも小さい物体が存在するか否か
を検出するように構成された第１検出サブモジュール、又は、
　前記端末のスクリーンによって、ユーザによりトリガされた操作を受信したか否かを検
出するように構成された第２検出サブモジュール
を含む、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記第１検出モジュールが、
　前記光センサの位置する測定面を決定するように構成された面決定サブモジュールと、
　前記重力センサによって、前記面決定サブモジュールにより決定された前記測定面が前
記光源の位置する方向を向いているか否かを検出するように構成された第３検出サブモジ
ュールであって、前記光源の位置する方向がデフォルトの方向またはユーザにより入力さ
れた方向である、第３検出サブモジュールと、
　前記測定面が前記光源の位置する方向を向いている時に、前記光センサが前記光源に対
して正面を向いていることを決定するように構成された第１決定サブモジュールと、
　前記測定面が前記光源の位置する方向を向いていない時に、前記光センサが前記光源に
対して後ろを向いていることを決定するように構成された第２決定サブモジュールと
を含む、請求項６～８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記第１検出モジュールが、
　前記端末中の既定のデバイスによって前記環境光の第２照度値を取得するように構成さ
れた照度取得サブモジュールであって、前記既定のデバイスの位置する面の向いている方
向と前記光センサの位置する面の向いている方向とが逆であり、前記既定のデバイスが別
の光センサ又はカメラである、照度取得サブモジュールと、
　前記光センサにより取得された前記第１照度値と前記既定のデバイスにより取得された
前記第２照度値とを比較するように構成された照度比較サブモジュールと、
　前記光センサにより取得された前記第１照度値が前記既定のデバイスにより取得された
前記第２照度値より大きい時に、前記光センサが前記光源に対して正面を向いていること
を決定するように構成された第３決定サブモジュールと、
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　前記光センサにより取得された前記第１照度値が前記既定のデバイスにより取得された
前記第２照度値より小さい時に、前記光センサが前記光源に対して後ろを向いていること
を決定するように構成された第４決定サブモジュールと
を含む、請求項６～８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１１】
　コンピュータ上で動作する際に、請求項１～５のいずれか１項に記載のスクリーン輝度
設定方法を該コンピュータに実行させるための、コンピュータプログラム。
【請求項１２】
　コンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、該コンピュータ読み取り可能記憶媒体に
保存された請求項１１に記載のコンピュータプログラムを含む、コンピュータ読み取り可
能記憶媒体。



(23) JP 2017-509096 A 2017.3.30

10

20

30

40

【国際調査報告】



(24) JP 2017-509096 A 2017.3.30

10

20

30

40



(25) JP 2017-509096 A 2017.3.30

10

20

30

40



(26) JP 2017-509096 A 2017.3.30

10

20

30

40



(27) JP 2017-509096 A 2017.3.30

10

20

30

40



(28) JP 2017-509096 A 2017.3.30

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

（特許庁注：以下のものは登録商標）
１．ブルートゥース

(74)代理人  100114432
            弁理士　中谷　寛昭
(74)代理人  100171310
            弁理士　日東　伸二
(72)発明者  リ，グオション
            中国北京市海淀区清河中街６８号▲華潤▼五彩城▲購▼物中心二期１３▲層▼
(72)発明者  リィウ，アンユィ
            中国北京市海淀区清河中街６８号▲華潤▼五彩城▲購▼物中心二期１３▲層▼
(72)発明者  リィウ，シャンルゥォン
            中国北京市海淀区清河中街６８号▲華潤▼五彩城▲購▼物中心二期１３▲層▼
Ｆターム(参考) 3K273 PA09  QA21  QA28  RA02  SA01  SA04  SA24  SA31  SA38  SA46 
　　　　 　　        SA57  SA58  SA60  TA28  TA52  TA54  TA55  TA78  UA26 

【要約の続き】
問題を解決し、バックライト輝度レベルの精確性を改善するという効果を達成する。
【選択図】図１
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